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第２回 蒲郡市立地適正化計画策定委員会 会議録 

開催日時 平成３０年１０月１７日（水）午前１０時から午前１１時３５分まで 

開催場所 蒲郡市役所 新館６階 第２委員会室 

出席者 

【委 員】 

豊橋技術科学大学 教授       浅野 純一郎 

豊橋技術科学大学 准教授      杉木 直 

愛知県宅地建物取引業協会東三河支部 羽賀 浩正 

蒲郡商工会議所           鈴木 俊介 

社会福祉法人蒲郡市社会福祉協議会  八木 剛 

東区総代              市野 大三郎 

吉光区総代             細井 政雄 

蒲郡にじの会            鈴木 庸子 

蒲郡市都市開発部部長        鈴木 成人 

【オブザーバー】 

愛知県建設部都市計画課 課長補佐  伊藤 俊司（代理出席） 

【欠席委員】 

蒲郡商店街振興組合         鈴木 紀子 

 

【事務局】 

都市開発部都市計画課  課長    宮瀬 光博 

             係長    権田 吉宏 

             技師    大塩 正裕 

【委託業者】 

 中央コンサルタンツ株式会社 ２名 

議 題  蒲郡市立地適正化計画 素案について 

会議資料 

・次第 

・蒲郡市立地適正化計画素案 

・蒲郡市立地適正化計画資料編素案 

会議内容 

１ 都市計画課長挨拶 

 

２ 会長挨拶 

  今回、計画書素案と資料編素案として資料が準備されており、事

務局からの説明も長くなるかとは思いますが、その後の議論が肝心

ですので、会議の円滑な進行と闊達な議論にご協力ください。 

 

３ 議事録署名者の選出について 

 会長の指名により、細井政雄委員が選出された。 
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会議内容 

４ 蒲郡市立地適正化計画素案について 

 配布資料に基づき事務局が説明（権田係長、大塩） 

 

５ 意見交換（発言順） 

Ａ委員 

  蒲郡駅北側周辺地区について、市の今後の方針等について伺い

たい。 

 事務局 

   市街地整備が完了した地区で、具体的な再整備計画等はない。

しかし、利用価値の高い地域のため、立地適正化計画を定めるこ

とで民間による都市機能の立地等を誘導して、住みやすいまちに

つなげていきたいと考えている。 

  

 Ｂ委員 

   居住誘導区域に、津波や高潮の浸水区域等が入っているのか。

入っているなら、その対策を考えているのか。 

 事務局 

   津波浸水想定区域のうち浸水深２ｍ未満の区域、高潮浸水想定

区域、落合川と西田川の氾濫浸水想定区域は、一部を除いて居住

誘導区域に含めている。 

   今回示したこれらの地域を含む区域は、多くの市民が生活をし

ており、また駅からの利便性が高いことから、本計画が示すまち

づくりの基本方針に資する区域であると考えている。そのため、

拠点や生活圏を形成する上でこれらの地域を居住誘導区域から

外すことは難しいと考えている。 

  災害リスクに対しては、ハザードマップを全戸配布し、地元防

災活動の支援などもあわせて行い、避難の確実性・迅速性の向上

を図ることで、総合的なまちづくりとして居住誘導区域に含める

こととしている。区域に含めることで災害リスクへの対応の必要

性が高まると考えている。 

 会長 

   非常に重要な指摘である。居住を誘導するのだから、防災体制

の担保が必要だと思うので、真剣に考えないといけない。 

Ｃ委員 

本計画は、居住誘導区域での居住を推奨するような計画のた

め、ある程度災害の危険が想定される区域を含めるということ

は、居住者が被害にあうことも考えられる。 

その一方で、災害の危険が想定される地域を全て除いた居住誘

導区域の設定が困難な都市構造であるとも思うので、本計画と同

時に、リスクへの対応を検討したほうがよい。居住誘導区域内へ

の移動・転居等を考えている方に、リスクを理解してもらわない 
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会議内容 

 と、後から本計画自体を否定されるのではないかと思う。 

事務局 

  防災部局と連携しながら、災害リスクの危険性について明確に

していく。 

 

会長 

  居住誘導区域で災害の危険が予測されるエリアについて、位置

を図示し、資料編でもよいので記載したほうがよい。また、現在

の計画書や資料編では都市機能誘導区域と居住誘導区域の関係

性がわからないため重ねて図示したほうがよい。さらに、区域の

面積について、市街化区域・都市計画区域等と対比されていない

と検証できないため記載したほうがよい。 

居住誘導区域の３分の２程度が都市機能誘導区域となってい

るが、これは、用途地域の準工業地域の指定が多く、建物用途の

混合が進んでしまったためではないかと思われる。計画では、用

途地域を見直すことが記載されているが、どのような方針で行う

のか。 

 事務局 

   良好な住環境にするという観点から、主に住居系への変更に取

り組む必要があると考えており、施策として掲げている。 

 

 会長 

   都市機能誘導区域が広く、また誘導施設も幅広い。狙いはわか

るが、拠点とは、そこに行くと複数の目的が達成されるもの。現

在の都市機能誘導区域と誘導施設の関係性は、拠点ではなくゾー

ンである。駅周辺のもう少し狭い範囲で、ある程度の都市機能が

集積した、いわゆるコアを形成することが本来は望ましいはず。

現状を維持するための区域設定という説明ではあったが、２０年

先を見すえた計画のため、そういう望ましい方向性が見えるよう

に考えてはどうか。駅前に民間施設が必要だが計画はないという

話もあり、コアとして強化したほうがよいという気がする。都市

機能誘導区域が広いことで達成されないことを危惧しているた

め、もう少し表現・指導等含めて検討されてはどうか。 

 

Ｃ委員 

   区域設定が、現状の施設立地に影響され過ぎているように感じ

る。誘導施設の設定も、現状の立地状況を維持するという方向性

から設定していると思うが、今後、拠点性を高める際、現状で立

地していないが、立地が望まれる施設もあるのでは。そういう視

点から設定すべき施設の不足はないか。 
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会議内容 

 事務局 

現在の立地状況と、今後、立地が望まれる施設の両方で検討し、

誘導施設を設定している。 

例えば、医療施設については、現在も立地しているが、居住の

誘導とあわせて立地し続けてもらうという考えで設定している。 

また、子育て支援施設については、保育園だけではなく、幼稚

園、認定こども園、認可外保育施設が立地することも考えられる

ので、民間施設も誘導施設としている。 

子育て支援施設の中で、乳幼児一時預かり施設や子ども送迎セ

ンターについては、現状では立地していないので、各駅周辺で設

置されると、より子育て環境の向上につながるという考えで設定

している。 

 会長 

   他自治体の計画を見ると、誘導施設の設定について、現状での

立地の維持や、現状で立地していないため誘導するなど、何種類

かに分類されて掲載されており、そのような表示のほうがわかり

やすいのでは。 

 事務局 

記載方法を検討する。 

 

 Ｂ委員 

   検討する誘導施策で、低未利用地の活用を促す施策や準工業地

域の見直しの検討とあるが、検討の時期はどう考えているのか。 

 事務局 

   低未利用地の活用促進は、来年度以降に内部で検討することに

なる。準工業地域の見直しは、上位計画である総合計画や都市計

画マスタープランの整理が必要。次回の総合計画が平成３３年か

ら、マスタープランが平成３５年からの計画となるので、その後

に実施していくことになる。 

 

会長 

公共施設の再配置について、一番下の段落の表現がわかりづら

い。立地しても良いという趣旨ならばその前に記載されており不

要では。他部局で検討中の公共施設再編に関連しているが、書く

ことで混乱するように思うので削除してはどうか。 

 

Ｃ委員 

目標値の人口密度について、市域全域での人口減少は理解して

いるが、低すぎる目標値では。また、公共交通の日平均利用者数

については現状維持となっており、人口密度と整合性がとれた目

標値となっているのか疑問。 
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会議内容 

人口密度の目標値が現状値より１０人／ｈａも低くなってい

る原因は、将来人口推計の５００メートルメッシュ将来人口をベ

ースに目標値を設定しているためでは。その程度の地区別での人

口推計では、現状の増減の傾向が強く影響するので、居住誘導区

域で人口減少傾向が強く出てしまうのでは。 

将来人口推計に頼りすぎるのではなく、居住誘導区域に居住し

続ける等の理想的な状況で、目標値を設定してはどうか。 

会長 

  現状の市街化区域の人口密度を居住誘導区域で保つような設

定方法でも良いのでは。 

事務局 

  人口密度の目標値は、メッシュ毎の将来人口推計から設定して

いる。理想的な状況も考慮に入れた再検討を行いたいと思う。 

 

オブザーバー 

  誘導施設について、大規模小売店舗は、スーパーだけでなくホ

ームセンターやアウトレット等の商業施設も含むという解釈で

よいか。 

 事務局 

   そのとおり。ホームセンター等も生活に必要な都市機能である

ということで前回委員会時や市の商工担当からの意見もあり種

類の限定はしていない。 

 オブザーバー 

  市として、都市機能誘導区域外の例えば国道２４７中央バイパ

ス沿線で、それらが立地する際には届出が必要ということか。ま

た、立地を制限するということか。 

事務局 

  都市機能誘導区域外で誘導施設が立地する際には届出の対象

となるが、立地を制限するものではない。 

オブザーバー 

  蒲郡市は観光のまちだと認識しており、その特性を考慮した来

街者のための商業系店舗等についての考え方も入れた計画に 

することも考えられるのでは。誘導施設の記載方法で限定するこ

とも考えてはどうか。 

事務局 

  海陽町のラグーナ蒲郡地区では、生活圏域とは別の広域的な商

業機能等を立地させる土地利用の考えがあり、市マスタープラン

にも合致している。それらが立地する際には都市機能誘導区域外

のため届出対象になる。 
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会議内容 

会長 

  投資を呼び込むというのは重要なところ。立地を促すことも持

続可能性につながるという考え方も出来るので、それも含めて検

討してみては。 

 

Ｃ委員 

  西浦駅と三河大塚駅周辺の都市機能誘導区域では大規模店舗

を誘導しないが、それらの駅周辺で商業開発等が進み、店舗が立

地する可能性はないのか。 

事務局 

  両駅周辺とも大規模店舗の立地を想定しづらい地域である。そ

のため、誘導施設に設定することは違和感があり設定していな

い。ご意見があればお伺いしたいと考えている。 

会長 

  民間開発に頼るような施策が多く、可能性があるならそのよう

に記載してはどうかという趣旨のご意見だったのでは。 

  次回の会議まで時間がありますので、意見・要望があれば直接

事務局にお伝えください。 

 

以上 

 


